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 令和 5年 5月 8日（月）に，第 46回柏市新型コロナウイルス対策本部会議を実施し，

以下のことを決定しました。 

 

１ 柏市新型コロナウイルス対策本部の廃止について 

  柏市新型コロナウイルス対策本部（本部長：市長）を廃止する。 

 

２ 感染症法の 5類感染症位置付け後の医療・衛生対策について 

  感染症法の 5類感染症位置付け後の医療・衛生対策に必要な業務を担うため，以

下の体制とする。 

 これまで 今後 

名称 柏市新型コロナウイルス対策本部 新型コロナウイルス対策連絡会議 

議長 市長 健康医療部長 

事務局 危機管理政策課 健康政策課 

 

 

第 46回 柏市新型コロナウイルス対策本部会議 

【本件に関するお問い合わせ先】 

柏市危機管理部危機管理政策課  

電話 04-7170-2248 ／ FAX 04-7163-2188 


